
（別紙様式第５号）

１．事業評価の実施

２．事業評価結果の総括

３．各地区の評価結果

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

北陸 新潟 長岡市 特定非営利活動法人UNE ● ● ■ C

運営スタッフの層が厚く、拠点施設も充実し実施体制はある程度整っており、障害者等の就労人数は目標を上回
り、農福連携フォーラムの開催、先進地視察、農福連携に関する普及活動など積極的な取組を行っているが、主要
な取組である人材育成講座及び農福連携サポーター派遣の実施に至らなかったため、総合評価は低調とする。

北陸 富山 魚津市 社会福祉法人海望福祉会
●
★

● ■ A

加工品の原材料である甘藷の栽培について安定した収量の確保などの課題はあるが、加工品の新規開発、販路開
拓で目標を上回る売上を達成している。また、障害者等の就労人数が目標の倍以上の達成率となり、障害者就労の
環境が整備されているといえるので優良な評価とする。

北陸 富山 富山市 社会福祉法人フォーレスト八尾
●
★

● □ A

ビニールハウスを設置したことにより、障害者等の通年の作業を確保する環境が整えられ、障害者等の就労人数
が目標を上回った。また、農福連携普及の取組として、セミナーの実施、マルシェの開催を行って交流人口も目標
を上回る達成率となっていることから優良な評価とする。

北陸 石川 金沢市 農事組合法人One
●
★

● □ A
前年度に竣工したビニールハウスでの栽培作業を障害者等がスムーズに行うために作成した作業手順書の検証を

行い改善に努め、次年度以降の成果に期待できることから優良な評価とする。

北陸 石川 内灘町 株式会社笠間農園
●
★

● □ A

売上げは目標を下回ったものの、前年度に竣工したトイレ付きの作業場、休憩所を供用開始したことで、障害者
等の作業しやすい環境が整えられた結果、就労人数が目標を上回った。また、地域との交流により農福連携普及の
取組により交流人口も目標を上回っていることから優良な評価とする。

北陸 新潟 長岡市 特定非営利活動法人UNE
●
★

〇 □ B

ユニバーサル農園UNEHAUSを整備し、障害者等が多数かかわる作業を創出、農福連携フォーラムの開催、広報誌の
発行と積極的な取組でおおむね目標を達成し、次年度以降に期待がもてるが、農福連携サポーターの研修の回数が
目標を下回ったため、総合評価は良好とする。

北陸 富山 富山市 社会福祉法人秀愛会
●
★

〇 □ C

施設整備に係る資材調達の遅れを予測し、交付決定前着手届を提出した上で、当初計画より着工を早めて工事を
実施したが、結果として、工事完了時期が大幅に遅れたことにより、障害者等の雇用・就労人数、売上交流人口が
目標を大幅に下回ったため、総合評価は低調とする。

（注１）　「事業実施段階」の凡例： ソフト対策　○・・交付対象年度（計画）　●・・交付対象年度（実施済）　□・・目標年度（計画）　■・・目標年度（実施済）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハード対策 ☆・・交付対象年度（計画）　★・・交付対象年度（実施済）　◇・・目標年度（計画）　◆・・目標年度（実施済）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重点指導　　▼・・重点指導（通知）　△・・重点指導（結果報告予定）　▲・・重点指導（結果報告）
（注２）　「評価」の区分：　　Ａ・・優良　　Ｂ・・良好　　Ｃ・・低調　　評価対象外・・評価対象外

令和４年度　農山漁村振興交付金（農福連携対策）
事業実施主体　評価一覧

令和４年度に実施された「農山漁村振興交付金（農福連携対策）」の事業について、「農山漁村振興交付金（農福連携対策）実施要領」（平成30年３月28日付け29農振第2271号農林水産省農村振興局長通知）第15の２の規定
に基づき、評価を行ったので、その結果を公表する。

　令和４年度に交付金事業を実施した７地区について、取組の実施状況、成果等を総合的に評価した。
　その結果、優良と認められる地区が４地区、良好と認められる地区が１地区、総合的に低調と認められる地区が２地区との評価結果となった。
　総合的に低調と認められる地区に対しては、重点的な指導、助言等を行う。

　７件
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４．第三者機関の意見聴取

【評価委員会　委員】

【令和５年度評価委員会の開催概要】

４　主な意見

農山漁村振興交付金（農福連携対策）実施要領（平成30年３月28日付け29農振第2271号農林水産省農村振興局長通知）第15の３の規定に基づき、第三者機関である「農山漁村振興交付金（都市農村交流等）評価委員会」を組
織し、評価に当たり意見の聴取を行った。評価委員会の委員及び開催概要は以下のとおり。

委員長：水上 聡子（アルマス・バイオコスモス研究所 株式会社地域計画連合福井ワーキングルーム 代表）
委　員：古澤 槙一（国立大学法人新潟大学農学部農学科助教）
　　　　松本　正 （株式会社北日本新聞社編集局専任局次長）
　　　　　※　小島 久枝（株式会社オークラニッコーホテルマネジメント金沢宿泊部部長）は欠席

第１回評価委員会

１　日　時 ：令和５年８月２３日（水）　９：００ ～ １２：００
２　場　所 ：金沢広坂合同庁舎第3会議室（オンライン形式による開催）
３　議事概要
　　①　令和４年度評価対象地区の評価方法について
　　　　本年度の評価方法について、説明を行い了承を得た。
　　②　令和４年度評価対象地区の評価及び取組状況について
　　　　令和４年度に事業を実施した７地区の、取組概要、評価案及び評価が低調と認められる地区に対する指導案に関して説明し、質疑応答を行った。
　　③　令和４年度事業実施地区の評価案等について
　　　　令和４年度に事業を実施した７地区の評価案等に関して、了承を得た。
　

○雇用創出など具体的に定量化できる成果は重要である。一方、数値では評価しづらい様々な社会貢献的要素、従事する当事者や地域がどう変化し、意識変容・行動変容につながったかといった質的価値をどう評価
できるかについて、その方法論を確立していくことが必要。これらは、SDGs17項目の様々な側面に貢献し得るものであり、経済的評価だけでは計ることができない重要性を有するものである。

○総合評価がＣとなった団体が実施体制の評価がＢとなっていることが気になったところ。まずは、実施体制を確立させることが重要であり、体制整備を進めるためには行政がコーディネート機能を発揮すべきであ
る。

○取組状況の評価方法として、主要な取組がC評価となった場合は、必然的に総合評価がC評価になるが、事業期間中に社会状況の変化や相手のニーズ等の事情により、主要な取組が不必要（または削減）と判断した
場合においては、その主要な取組を評価の対象項目から外すなど、制度設計の見直しが必要。

○農山漁村地域は、国土保全、食糧自給、地球温暖化対策など国家的に不可欠な課題に対し様々な価値を有しており、脆弱化する地方の人的資源やコミュニティの役割を重視すべきであり、自立・自走的な視点だけ
でなく、このような様々な角度から農山漁村地域の存続をサポートできるような視点を含めた評価に見直すべきである。そのためには、国土交通省や環境省、厚生労働省など省庁間の連携を密にし、農山漁村地域が
希望を持って事業を展開していくことのできる環境を整備していくことが重要。

○実施体制について、事業完了後において自立するためには、事業期間内に人材及びと資金の運営・確保（民間資金を含む）のための目処を立てることができるかが重要。また、効果的なアイデアを生み出すために
は、若手などの登用による意識・行動変容を起こしやすい組織づくりと人材の多様性の高い組織づくりが必要であり、特に意思決定に関わる層のジェンダー多様性を高めることが重要。（日本では特にジェンダー
ギャップの解消が最も重要な課題となっている。）このような視点を評価に組み込むべきである。

○障害者等が働くに当たっての職場環境や作業工程の整備など、労働者のウェルビーイング（幸福度）の視点を評価に組み込むべきである。

○運営母体のメンバー及び組織が、事業目的に向かって内発的に動機づけられていなければ、質的・量的な事業効果を出すことは難しい。内発的動機づけをもたらすには、有能性・自律性・関係性の欲求を同時に充
足させていくことが重要。そのためには、事業を通して、
　①事業規模の大小に関わらず、一つ一つの活動を通して達成感を積み上げ自信を得るとともに、活動を通して得られる自己有能感、自己有用感を意識する
　②事業ありきではなく、本来の目的意識を見失わずに進む
　③従事するメンバーどうしが信頼のもとで協力し合い、相互理解を通して合意形成を図っていくプロセスを大切にする
以上３つの視点を重視していくことが重要。

○団体の評価報告を求めるだけではなく、例えば、農水省と厚労省の連携強化など、国側の事業推進等に資する動向なども反映した評価方法に見直すことが必要。


